
　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１月分 月分 月分 月分 給料給料給料給料からからからから、「、「、「、「子子子子どもどもどもども手当手当手当手当」」」」のののの支給支給支給支給にににに伴伴伴伴いいいい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年少者年少者年少者年少者のののの扶養親族控除扶養親族控除扶養親族控除扶養親族控除がががが廃止廃止廃止廃止されますされますされますされます。。。。

   平成   平成   平成   平成２３２３２３２３年年年年のののの場合場合場合場合

平成 ８年 １月 ２日以後に生まれた子が扶養親族から除かれます。

≪≪≪≪上記上記上記上記はははは、、、、生年月日生年月日生年月日生年月日でででで判断判断判断判断してしてしてして下下下下さいさいさいさい≫≫≫≫

毎月の給料計算時の、上記以外の扶養親族は従来どおりです

給与計算の際　ご注意ください

給与計算の扶養人数が変わります ！
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